
郵便による入札に関する要綱  

（趣旨）  

第１条 八丈町契約事務規則（昭和３９年八丈町規則第１４号、以下「契約事

務規則」という。）第１９条第３項に規定されている、郵便による入札（以下

「郵便入札」という。）について、必要な事項を定める。  

（対象）  

第２条 郵便による入札の対象は、原則として次の各号に掲げるすべての条件

を満たした場合によるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認め

たときは、この限りでない。  

(1)  予定価格３００万円以下の案件又は単価契約案件又は賃貸借業務であ

ること  

(2) 指名業者のうち島内の事業者が１者以下であること

(3) 現場説明会を省略できる案件であること  

（入札回数）  

第３条 郵便入札では、入札回数は１回とする。予定価格を事前公表しなかっ

た入札については、開札の結果、最低入札金額が予定価格を超過している場

合、この入札は不調とし、随意契約に切り替えたうえ、低い金額で応札した

者から順に減価交渉するものとする。  

（入札の方法）  

第４条 郵便入札を認めた案件についての入札は、郵送による方法に限るもの

とする。郵送にあたっては「一般書留」「簡易書留」のいずれかに限り、その

他の郵送の方法や持参した入札書は受け付けない。また、郵送した入札書は、

特別な事情によるもののほか、書き換え、差し替え、又は撤回することはで

きないものとする。  

（入札の無効）  

第５条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 定められた郵送方法によらないもの  

(2) 期限の日時までに所定の場所に到達しなかったもの

(3) 封筒に封かんのないもの  

(4) その他、契約事務規則第２１条に規定されたもの  

（入札の辞退）  

第６条 入札を辞退するには、その旨の書面を契約担当者に提出するものとす



る。なお、入札書を郵送した後であっても、開札開始までは辞退することが

できる。  

 

 

（開札）  

第７条 開札は、入札通知書によって通知した日時場所において、入札参加者

を立ち合わせて行う。入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札事

務に関係のない町職員を立ち合わせる。  

 

（くじによる落札者の決定）  

第８条 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちにく

じ引きにより落札者を決定する。  

２ 前項の場合において、当該入札参加者のうちくじを引かない者があるとき

は、これに代わって、当該入札事務に関係のない町職員がくじを引くものと

する。  

 

（入札結果の公表）  

第９条 落札者を決定したときは、速やかに入札参加者へ入札結果を通知する。 

 

（その他）  

第１０条  郵便入札に関することは、この要綱に定めるもののほか、契約事務

規則及び競争入札参加者心得によるものとする。  

 

 

 

附 則  

この要綱は、平成２０年２月１日から施行する。  

 

附 則  

改正後の要綱は、平成２９年６月９日から施行する。  

 

附 則  

改正後の要綱は、令和元年６月２０日から施行する。  

 

附 則  

改正後の要綱は、令和２年４月１０日から施行する。  

 

 

 


